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1　は　じ　め　に

水田利用再編対策も第二期日に入り，新たに団地加算金

制度が採用され，転作田の団地化（連担団地）が施策とし

ても推進されている。

しかし，集団転作（本報告では連担団地を意味する）が

形成されるためには，零細分散耕作下では何らかの土地利

用調整が不可欠である。

集団転作における土地利用調整は，単なる個人として相

対のもとで実施される場合もあるし，生産集団が実施して

いろ事例．また，市町村等の機関が推進主体となっていろ

事例等．多くの事例を上げることができろが，その中でも

集落組織（部落会，農事組合）が調整主体となっている場

合が巌も多い。

そこで，集団転作の中での土地利用調整に限定し，その

訝整主体としての集落とその機能について検討する。

2　集団転作形成の概況

福島県の団地加算対象面積は，約1．700血（昭．56）で転

作実施面横の11％に当たる。これらの団地を対象としたア

ンケート調査によって，その概況をみることにする。

団地形成範囲は単一集落で形成しているものが多く（78．9

％），団地形成のための調整は集落組織によるものが全体

の58％を占めている。次いで，生産集団25％，市町村等の

行政指導が直接関与しているのが10％であり，集落組織及

び生産集団が集団転作形成に大きく関与している。

団地形成要因と団地選定条件は．「基盤整備を契機に」

実施されたものが39％，「水利排水等ほ場条件を勘案して」

31％．集団苗代地跡等の「土地所有の集中」17％が主たる

もので．一部に個人肩代り（5％）等もみられる。

土地利用調整の手段，方法は交換耕作（転作田と水稲耕

作田との交換）や互助制度をもとにした借地転作が中心と

なるが，交換耕作よりも借地転作の発生頻度が多い。

転作作物についてみると，その中心は特定作物であり，

その中でも飼料作物割合が高く，一役的傾向と合致してい

ろ。次に，団地内での作付作物数は，1作物のみが3．3％，

2作物24％．3作物以上が5梢で，複数の作物による土地

利用が行われている。また，土地利用形態をみると個人利

用が72％と高い比重を占め，生産過程においては機械の共

同利用等の組織的対応が55％と比較的多い。

以上のように，集団転作形成過程において集落組織の機
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能が大きく作用している。これらの背景には，転作目標面

積が全稲作農家を対象に，強制力を伴いながら均一に配分

きれ，しかも，配分方式3）が集落組織を通じ．集落の共同

的貪任のもとで転作が実行されている場合が多いからであ

ろ。しかし，転作に対する農家の対応は消極的，かつ，緊

急避難的であることが集団転作形成を少なくしている。

3　集団転作形成と集落機能

調査集落の概況と集団転作形成の経緯からふれることに

する。A集落は調査事例中最も水田率が低いが．水稲を中

心として畜産（乳牛，豚）やタバコ等が結合した複合経営

が多く，近年は施設野菜の導入もみられる。本集落の特徴

は，かつて．むらぐるみの水稲高度集団栽培組合1）が結成

され，模範的活動が展開された集落で第一次転作（昭．45）

でも集団的転作を実施した経験を持ち．転作は飼料作物を

中心に実施している。

B集落は太平洋沿岸にある集落で，水稲単一作経営が圧

倒的に多い。水田は海岸と接していることから冠水等被害

の多い地区で，基盤整備は108区画でなされているが，海

岸沿線の丘陵地に接続して未整備田も多い。この集落の集

団転作は昭和先年から実施され，それ以前は管理転作が大

半を占めていた。なお．昭和55年に農構事業によって，収

穫，乾燥調製を中心とした生産集団（構成員8戸）が誕生

し，集団転作の担い手として今後期待される。転作作物は

麦が中心となっている。

C集落は会津平坦部にあり，水稲単一作経営が主体とな

っていたが，転作等を契機に野菜が導入されている。水田

の基盤整備が昭和53～55年まで実施されていたため，本格

的な稲転は昭和鎚年度から取り組み，それを支えているの

が13名からなる農作業受託組合（前身は水稲高度集団栽培

組合1）であり，むらぐるみ的活動の精神が引き継れている）

である。転作物は大豆及び飼料作物が多い。

D集落は猪苗代町にある小集落で．1戸当たり水田面積

も大きく水稲単一作経常が中心となり，一部の農家にタバ

コや生食トマト．インゲン等がとり入れられてきている。

水田は猪苗代湖岸漆にあり排水には恵まれていない。集団

転作は昭和55年度から実施されているが，それ以前は個別

分散作で転作物の収量は低位であった。転作物の多くは大

豆作で占められている。

次に．4集落における集団転作形成の経緯をふりかえる

と，B．D集落は個別分散転作から出発し集団化へ指向し
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ている。それは個別分散転作による低生産力と低額奨励金

の不合理性を改善するためである。

特に．8集落の場合は管理転作（実態は休耕）が多く，

転作田が荒廃しその復元が現実に問題視され．それが集落

での土地保全の問題として認識されるに至ったことも，集

団転作を主む一要因ともなっている。

A，C集落の集団転作は生産集団が指導性を発揮し，集

落全体の話合いのもとで集団化をはかっている。これら生

産集団が指導性を持ち得るのは．前述した高度集団栽培組

合の精神を引き継ぎながら現在も活動していることによる。

団地の場所決定は．A，C集落では個々の転作希望は場

をアンケート調査によって集約し，それをもとに場所を決

定している。お，D集落では集落役員によって団地の候補

表1　凋査集落における集団転作の概況

地が選定され，全体会議で場所を決定している。

団地の場所が決定されると同時に土地利用調整が行われ

るが，A．B，D集落が交換耕作を主体に，0集落は高額

互助金を基礎に借地転作を主体に調整が行われていろ。

ここで，注目されるのはA集落の事例である。それは，

集団化を円滑に推進するため．地区内水田の個別相対貸借

を認めず．貸借は全て組織的に転作委員会に一元化すろこ

とを決定し，土地利用調整を実施していることである。

転作作物は表1に示したが，その作付栽培形態は個別利

用を主体としている。8集落の麦作は生産集団が主たる作

業を担当しているが．生産集団への全面委託が検討されて

いる。また．C集落での大豆作の多くは受託組合の協業の

もとで栽培されているが，その要因は借地転作にある。
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集団転作における集落機能（集落機能の中に転作委員会

の機能も含めている。その理由は当委員会が集落組織の中

の1専門委員会であるからであろ）は，集団転作を実施する

集落の意志決定機関としての役割であり．本来．自治組織が

有している機能の発現である。具体的には．転作団地とし

ての場所決定，交換耕作の推進，仲介，互助方式の決定と

適用．また．C集落における生産集団を転作の重要な生産

主体と位置づけ，生産の効率化をはかる等多面的である。

勿論，A．C集落における生産集団の集団転作形成への

役割の大きいことは．否定されるべきものではなく．むし

ろ．その機能を現実の生産の場で拡大して行く必要がある。

しかし，機能集団としての生産集団（組織）が，地域的課

題，しかも．土地利用調整という基本的課題へ対応して行

くためには，集落組織と一体的に活動が展開されなければ，

その機能を十分に発揮できないことになろう。

4　む　　す　　び

集落組織等のもつ集団的土地管理・調整機能として具備

すべき機能として，（D借地仲介機能，（診集団的保障機能，

⑧合理的な土地利用増進機能の三機能わが，部分的ではあ

るが集団転作の中で発揮されている実態をみた。特に，A

集落における水田貸借の組織的対応は，①，（砂の梯能皐よ

り強化して実行しているもので，土地利用増進機能を附加

することによって集団的土地利用がより強まることになろう。

そして．単なる土地調整（土地利用権の仲介・あっせん）

から．三機能を総合化し地域農業の生産力を向上させて行

くためには，基礎集団としての集落組織機能の活用が重要

なので，土地利用調整主体としての集落組織を位置づけ．

強化して行くことが望まれる。
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